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観光やビジネスの宿泊ニーズに対応
した新たな宿泊施設を提供

都道府県知事等の特定認定を受けた
場合、旅館業法の適用を除外

宿泊期間が１ヶ月未満の場合、原則、
旅館業法が適用される
＜適用による主な義務＞
・フロントの設置、宿泊者名簿の作成
・衛生管理、保健所による立入検査 など

滞在施設の旅館業法の適用除外
（外国人滞在施設経営事業 特区法第13条）

現 状

見直し後

効 果

活用する規制改革 具体的事業

●条例で定める滞在期間：６泊７日以上（２泊３日以上に改正予定）

東京圏（大田区）
平成27年10月20日認定

関西圏
大阪府 平成27年12月15日認定
大阪市 平成28年 ４月13日認定

大阪府

＜事業の概要＞
国内外の旅行者やビジネス等の
多様な宿泊ニーズに対応

府34市町村
で実施

東京都大田区

大阪市

①
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創業支援！

・創業者の人材確保を支援
・官民の人材移動の柔軟化

特定のスタートアップ企業に採用後、再

び国家公務員として採用された場合（３

年以内）、「勤続年数」は国家公務員の

期間を通算する。

退職した国家公務員が、再び国家公務
員として採用された場合、退職手当の
算定に係る「勤続年数」は再採用の時
点から起算される。

創業者人材確保支援事業
（国家公務員退職手当法の特例）

現 状

見直し後

効 果

活用する規制改革 具体的事業

国家公務員
（勤続３年以上）

勤続年数

10年+15年
＝25年

【最終退職時の退職手当の算定に係る勤続年数】

官庁に
再採用

スタートアップ企業が、

初期段階で有能な人材を
確保

雇用された日
から３年以内

現
行国家公務員 国家公務員

（再採用）

特
例

スタートアップ
企業

国家公務員

3年10年 15年
国家公務員
（再採用） 最

終
退
職 15年

15年10年

福岡市
平成28年２月５日認定

広島県・今治市
平成28年４月13日認定

②
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地域の様々な課題解決に取り組む
ＮＰＯ法人の設立が促進される

ＮＰＯ法人の設立認証手続におけ

る申請書類の縦覧期間を、２か月

から２週間に短縮する

ＮＰＯ法人の設立認証手続におけ
る申請書類を２か月間、縦覧しなけ
ればならない

ＮＰＯ法人の設立手続き迅速化
（特定非営利活動法人設立促進事業 特区法第24条の3）

現 状

見直し後

効 果

活用する規制改革 具体的事業

認

証

の

申

請

特

区

所
轄
庁
の
公
告

認

証

現

行

縦覧期間
２か月

設立準備

縦覧期間
２週間イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

等
に
よ
る
公
表

設立準備

申請書

申請書

ＮＰＯとして活動

仙台市 平成27年 ９月 ９日認定
関西圏（兵庫県）、養父市、福岡市 平成27年10月20日認定
新潟市、愛知県 平成27年11月27日認定
東京圏（千葉市）、北九州市 平成28年４月13日認定
仙北市 平成28年５月19日認定③

審査

審査

認

証
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・農業・漁業の６次産業化
・新たな地域ブランドの創出
・地域の雇用拡大、交流人口の増加

地域の特産物を原料とした果実酒又は

リキュールを製造する場合、免許要件

の年間最低製造数量を緩和。

果実酒 「６ｋℓ／年」 →「２ｋℓ／年」

リキュール

「６ｋℓ／年」 → 「１ｋℓ／年」

果実酒又はリキュールは、年間の製造
数量（見込み）が６ｋℓ以上でないと製造
免許を受けることができない。

特産酒類の製造事業の概要
ー構造改革特区ー（構造改革特別区域法第28条の２）

見直し前

見直し後

効 果

活用する規制改革 具体的事業

果実酒
リキュール

製造免許に必要な年間最低製造数量

６kℓ

現行

特区

２kℓ

農業・漁業の６次産業化、地域ブランドの創出、
雇用の拡大・交流人口の増加

果実酒

１kℓリキュール
地域の特産物※を
原料で製造

※地方公共団体の長が指定したもの

④
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臨床試験実施を容易にすることで、医薬
品等の開発が迅速化される。

臨床試験専用病床※について、病室の

床面積及び廊下幅の基準を緩和する。

※病院の病床のうち、治験その他の臨床試験であって、

患者以外の健康な者を被験者として入院期間が概ね

１０日以内で実施されるものを行うための病床（これ以

外の目的で使用されないもの）

患者以外の健康な者を臨床試験する場
合であっても、患者が入院する病床と同
様の施設基準が必要。

臨床試験専用病床の施設基準の緩和
（医療法施行規則の特例 厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業

に係る省令の特例に関する措置を定める省令 第４条）

現 状

見直し後

効 果

活用する規制改革 具体的事業

特例措置の適用

臨床試験件数の増加
医薬品等の研究開発を促進

患者以外の被験者として臨床試験を行う場合
であっても、一般病床と同様の施設基準が必要

特例措置の基準

病室面積
４．３㎡以上/１人当たり
※１人病室の場合は6.3㎡以上

廊下幅

片側居室 両側居室

１．２ｍ以上 １．６ｍ以上

現行の基準

病室面積 ６．４㎡以上/１人当たり

廊下幅

片側居室 両側居室

１．８ｍ以上 ２．１ｍ以上

⑤
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